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平成２５年度予算編成方針

平成２４年１２月６日

苓北町長 田嶋 章二

１ 日本経済の状況及び国の動向

、 、日本経済は 東日本大震災によって受けた大きな被害によって一時大きく減速したが

復興需要などの内需がけん引し、景気の足取りは緩やかに回復してきた。しかし欧州政

、 、 、府債務危機による世界経済の減速感 電力の安定供給に対する不安 デフレの影響など

様々な下振れリスクを抱えており、依然として厳しい状況にある。

そのような中、国は「日本再生戦略 （平成24年７月31日閣議決定）を策定し 「震」 、

災からの復興と再生 「実質成長率２％程度」などを最優先課題と位置づけた平成25」、

年度予算編成を行うこととした。

しかし11月16日に衆議院が解散し、12月16日に衆議院総選挙が執行されることになっ

たことから、来年度予算編成作業は大幅に遅れることとなった。また、選挙結果によっ

ては、今後の政治状況も大きく変化することが予想され、平成25年度の予算編成の動向

は極めて不透明であり、今後の編成作業を十分注視する必要がある。

しかし、このような状況下にあっても本町は、引き続き防災対策の強化を初め、町内

産業の育成など、限られた自主財源や補助事業などを有効活用し、積極的に対策を講じ

ていかなければならない。また職員にあっては、一人ひとりが毎年度厳しさを増す財政

状態を的確に把握し、自立して持続可能な行財政運営を行っていくには何をすべきか、

確固たる意識を持って、予算の編成にあたられたい。

２ 苓北町の財政状況と平成25年度の財政見通し

１．本町の財政状況

歳入面において町税は、本町の自主財源の根幹をなす固定資産税（九州電力苓北発電

所分を中心とする）が年々減少するほか、その他町税収入についても景気低迷や人口の

減少などにより、大幅な増加は見込めない状況にある。

また、自主財源減少に対する地方交付税の増加も、国の財政状況が極めて厳しく、さ
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らに人口の減少など基準財政需要額の落ち込みが確実に予測されることから、今後期待

するだけの交付額の確保は難しいと思われる。

平成23年度決算においては、固定資産税が7.3％減（前年度比 、町民税が4.8％減と）

なるなど、町税全体では6.6％の減となった。一方、国からの交付金関係では、地方交

付税が普通交付税における基準財政収入額の減少などにより5.1％増加したものの、平

成22年国勢調査による人口減などの影響により、前年度までと比較して大幅に増加率が

低下した。また経済対策関連の大型事業などが平成22年度までに終了したことに伴い、

国庫負担金が79.5％減、県支出金が11.6％の減となった。

一般財源全体では、2.5％減、歳入全体としては27.8％減となった。

歳出面では、前年度に引き続き職員定員管理計画による人件費の減や、特別会計操出

金の減など一定の経費削減が図られた。特に光ファイバー網整備や学校耐震化など経済

対策関連の大型事業が平成22年度で終了したことなどにより、決算では普通建設事業が

69.3％減となり、歳出全体では27.8％の減となった。

一方で一般財源の節約に努め、前年度に引き続き約90,000千円を財政調整基金や各種

目的基金に積み立てることができたのは、大きな成果である。

平成23年度決算における財政の健全性を示す４つの健全化判断比率は、いずれも早期

健全化判断基準を下回ったが、財政構造の弾力性を示す経常収支比率は前年度より、1.

6ポイント増加し88.1％となった。今後も扶助費等の社会保障経費や一部事務組合への

負担金、特別会計への繰出金などの経常的経費の増額は否めず、長期的に観測すると、

比率は上昇傾向にあり、予断を許さない状況である。

東日本大震災の発生に伴い、本町においては平成23年度からこれまでに「町民の生命

と財産を守る」という強い決意をもって、町内において緊急に整備が必要な避難路や拠

点避難地の整備を重点施策として、事業の推進をしているところである。

全国的な防災関連事業について次年度以降の地方への財政支援措置など、現時点では

不透明な部分があるが、今後の国の動向を十分に注視しながら、対応可能な事業の調査

立案に万全を期すところである。

２．平成25年度の財政見通し

平成25年度の歳入面では、歳入の根幹をなす町税収入のうち、固定資産税（九州電力

苓北発電所分を中心とする）が前年度に引き続き大幅に減収する見込みである。また、
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地方交付税や地方特例交付金などの国からの収入については、ここ数年の交付税算定状

況や各種交付金の交付状況から推測するに、大幅な増収を見込むことはできない。

一方歳出面では、児童、高齢者、障がい者などへの扶助費の増大や、介護保険、後期

高齢者医療など特別会計への繰出金の増加などに加え、消防本部庁舎建設事業関連の天

草広域連合負担金の増など、固定経費に係る財政需要が更に見込まれるところであり、

今後歳出全体において事務事業の徹底した見直しにより、一層の経費の抑制に努めなけ

ればならない状況にある。

また、苓北町振興計画の平成25年度要求額の総計は、昨年度に引き続き、収入見込み

を上回る状況にある。よって、既定の計画、事業を前提とした精査では埋めることが出

来ない差異が生じているため、今後、事業の優先度、緊急性、更なる財源確保の可能性

などを総合的に勘案し予算の編成を実施する。また物件費、補助費等を根本から再点検

し、一般財源の確保に努めることが平成25年度予算編成の課題である。
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３ 平成2５年度予算編成の基本的な考え方

前述のとおり、非常に厳しさを増す財政環境のもとで、歳入に見合った歳出となるよ

う、コスト削減の実施に向けた効率的・効果的な歳出の見直しを行うため 「新たに必、

要な歳出を行う際は、原則他の経費の削減で対応する」というスクラップアンドビルド

を強力に進めていく必要がある。併せて積極的な財源の確保を図りながら、職員一人ひ

とりが事業の費用対効果を見極め、限られた財源の中で、創意工夫と柔軟な発想を持っ

て、前例にとらわれることなく、積極的な予算編成に臨む必要がある。

これらのことを踏まえ、平成25年度予算は、次に掲げる施策を重要施策とし、そのた

めに必要な財源を優先的に配分することによって 「選択と集中」を図るものとする。、

○災害対策など危機管理の強化につながる施策

○経済対策・雇用創出対策につながる施策

○これからの人材を育てる教育力の向上を図る施策

○町内産業の育成・支援につながる施策

○町民の健康づくりにつながる施策

○交流人口の拡大につながる施策

○地球温暖化対策の強化につながる施策

４ 予算編成の総括的留意事項

（１）年間予算としての編成

決算を見据えた予算編成を行うため、平成25年度当初予算は、年間総合予算として編

成する。平成25年度中に見込まれる歳入・歳出について当初予算に計上することとし、

原則として歳出増額に係る予算補正制度改正や災害復旧等状況変化の伴うものを除き、

予定であることに留意すること。を行わない

なお、現時点で国の新年度予算編成の見通しについては極めて不透明であるが、動向

に十分留意すること。
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（２）予算編成の方法等

１）予算編成にあたっては、徹底したコスト意識を持ち、課内で議論し課としての方針

事前に所管課長の査定を定め、各事業担当職員は当初予算要求書の策定にあたり、

を受けること。

ゼ２）従来から継続する事務・事業については、行政としての責任範囲を再度見直し、

から「内容」及び「効果」を見直すとともに、類似事業の統合及びロベースの観点

事業の廃止、縮小に鋭意取り組むこと。

３）新規事業については、その必要性、緊急性、費用対効果や後年度負担などを検討の

、 。 、上 既存の事務・事業の見直しによる財源の振替などによって対処すること また

事業の内容及び性格によっては、 すること。事業の終期を必ず設定

４）初めから予算削減ありきで、議論や検討をしないまま事業の廃止・縮小を判断する

コストをかけずに実施のではなく、充当可能なあらゆる補助金・交付金の調査や、

、事業に関係する町民、各種団体等との協議を十分に行ったできる手法構築の研究

上で、最終的な事業計画の立案にあたること。

（３）予算要求基準等

苓北町振興計画「第６次基本構想 ・ 第１１期基本計画」を踏まえ、実施計画書と」「

の整合を図るとともに「行財政改革」の推進と徹底を図るものとする。

なお、予算要求区分を「経常的経費 「政策的経費 「繰出金に係る経費」に分類し、」 」

以下のとおり要求基準を設ける （要求区分の詳細は、別途通知する「予算編成要領」。

による ）。

①経常的経費

【主に毎年度経常的に支出する経費

物件費・義務的経費（人件費、扶助費、公債費 ・維持補修費・補助費等】）

平成24年度当初予算査定物件費（臨時的経費を除く）については、一般財源ベースで

とする。額を上限

ただし、毎年度計上するものにあっては、平成23年度決算額と平成24年度当初予算額

を比較し、適正な計上額となるよう注意すること。
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義務的経費及び維持補修費、補助費等（臨時的経費を除く）については、一般財源ベ

。 、 、ースで とする なお 前年における特殊要因は控除し平成24年度当初予算査定額を上限

更なる節減に努めること。

ただし、毎年度計上するものにあっては、平成23年度決算額と平成24年度当初予算額

を比較し、適正な計上額となるよう注意すること。

また、義務的経費のうち扶助費にあっては、関係機関との連携を密にし、的確な対象

、 、 。人員の把握に努めるとともに 法定分と町単独分の明確化を図り 総額を抑制すること

②政策的経費

【投資的事業及び政策的ソフト事業】

投資的事業及び政策的（実施計画計上の）ソフト事業については、見込める財源の範

囲内で査定を行っていくが、実施計画の事業費を上限とする。但し、内容・工法等を再

検討してコストを削減し、 に努めること。実施計画計上事業費の10％削減

③繰出金に係る経費

個別に査定を行うが、繰出基準に基づく額を基本とする。

平成24年度当初予算査定額を上限なお、事務費にあっては、上記の経常的経費と同様に

とし、さらなる節減に努めること。

５ 特別会計に関する事項

一般会計に準ずることとするが、独立採算を目標に収支の調整を図り、安易に一般会

計からの繰出し等に依存することのないよう留意すること。なお、繰出基準外の繰出し

は原則認めない。

また、財政健全化法に基づく健全化判断比率が一般会計との連結ベースで算定される

ことを念頭に置き、各会計において資金不足を生じさせないことはもちろんのこと、健

全性を高めるべく事業の見直しを行い予算要求すること。

６ 監査等の指摘事項の改善

定例監査や決算審査等で指摘をうけている事項については、その趣旨を十分踏まえ適

否を判断し、予算編成に反映させること。
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７ その他

予算編成事務の具体的事項については、別途通知する「平成25年度予算編成要領」に

よること。


